
公印省略 

産第３－３７号 

令和３年１月８日 

 

 関係団体の長 様 

 

 群馬県知事 山本 一太    

     （産業経済部産業政策課）    

 

 「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」 
に基づく要請について（依頼） 

 

平素から県行政の推進に御理解と御協力を賜り、深く感謝を申し上げます。  

さて、本日の第３３回群馬県新型コロナウイルス感染症対策本部会議におい

て、別添の群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」に基

づき、令和３年１月１２日以降の営業時間短縮要請及び協力金を以下のとおり

とすることが決定しました。 

つきましては、本内容を貴下会員及び関係者等に対し各種広報・連絡手段を

通じて周知くださいますようお願いします。 

 

１ 要請内容等 

（１）対象地域 ９市町（前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林

市、みどり市、大泉町、邑楽町）                   

（２）対象業種 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店

（午後８時から午前５時の間の営業店舗） 

（３）要請期間 令和３年１月１２日（火）から令和３年１月２５日（月） 

             午後８時（酒類の提供は午後７時まで）から午前５時の間の  

        営業自粛 

  

２ 協力金 

（１）支給対象 業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間の全てを通して  

営業時間の短縮を行った対象地域に店舗を有する事業者  

※「ストップコロナ！対策認定店」であっても要請期間の全

てを通して協力いただいた事業者は支給対象となります。 

※これまでの要請に継続して協力いただいている事業者のほ

か、１月１２日から新たに協力していただいた事業者も支

給対象となります。 

（２）協力金額 １店舗あたり ２８万円 （ 店 舗 数 に 応 じ て 加 算 ）  

※国との調整により金額が変動する場合があります。  

（３）申請方法 郵送、オンライン（専用サイト）（２月上旬受付開始予定） 

（４）相談窓口 感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター  

ＴＥＬ ０５０－５４９１－７６６１ 

受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を含む）  

【問い合わせ先】 

（社会経済活動再開に向けたガイドライン及び要請内容に関すること）  

・危機管理課感染症対策調整係 TEL 027-226-2420 

（その他） 

 ・産業政策課感染症対策産業経済支援室  事業者支援係 TEL 027-226-3326 


